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■　平成１１年１０月　　港湾EDIの運用開始

•　港湾管理者、港長への手続を電子化

■　平成１５年　７月　　輸出入・港湾諸手続のシングルウィンドウ化

•　港湾EDI、SEAーNACCSなど、関係６省の手続き　
　　　をシングルウィンドウ化

•　手続の簡素化について検討中　　

これからの取組み（民民手続の情報化の促進）

　　　港湾物流情報プラットフォームの構築が必要　　
　　　　　　　　（情報交換の共通ルール）

•　港湾物流関係者間の情報交換の電子化が進展していない

•　リードタイムの短縮、物流の効率化にはタイムリーな情報交換が不可欠

これまでの取組み　（行政手続の電子化）

•　取引先ごとにシステムを改良して接続するのでは負担が大きすぎる

港湾物流の情報化への取り組み港湾物流の情報化への取り組み
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港湾における情報化港湾における情報化

ØØ 行政手続の電子化（行政手続の電子化（BtoGBtoG））
ü 船舶入出港手続

港長、港湾管理者（国交省）　・・・・・・・・港湾EDIシステム（平成11年～）
税関（財務省）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Sea-NACCS（平成3年～）
入国管理局（法務省）　・・・・・・・・・・・・・ 乗員上陸許可支援システム（平成15年～）
検疫所（厚労省）　・・・・・・・・・・・・・・・・・ 港湾EDIシステムに追加（平成15年～）

ü 貨物輸出入手続
税関（財務省）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Sea-NACCS（平成3年～、平成11年に更改）
食品検疫（厚労省）　・・・・・・・・・・・・・・・ FAINS（平成8年～、NACCSと接続）
動物検疫（農水省）　・・・・・・・・・・・・・・・ ANIPAS（平成9年～、NACCSと接続）
植物防疫（農水省）　・・・・・・・・・・・・・・・ PQ-NETWORK （平成9年～、NACCSと接続）
輸出入許可（経産省）　・・・・・・・・・・・・・ JETRAS

（平成11年～、平成14年NACCSと接続）

ü 輸出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ化
　　港湾EDIシステム、Sea-NACCS、乗員上陸許可支援システム等の各システムを接続・

連携することで、平成15年7月23日より、複数の行政機関に対し入力・送信が可能なワ
ンストップサービス（シングルウィンドウ化）が実現。
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港湾における情報化港湾における情報化

ØØ 民民手続の電子化（民民手続の電子化（BtoBBtoB））
ü 行政システムによる機能追加

Sea-NACCS　・・・・・・・・・・・・平成11年更改時に民民業務の一部を追加

ü 民間主導の取り組み
S.C.／S.F. Net　・・・・・・・・・・ 荷主-船社間、荷主-海貨間のネットワーク

（SCは1988～ 、SFは1992～）B/L、運賃支払等を対象

POLINET　・・・・・・・・・・・・・・船社-海貨-検数・検量間のネットワーク（1995 ～）

Bolero　・・・・・・・・・・・・・・・・・EUで開発された貿易金融EDIシステム（1994～）

有価証券（B/L等）の電子取引（権利の移転）が可能

TEDI　・・・・・・・・・・・・・・・・・・経済産業省が中心となって開発した貿易金融EDIシス

テム（2001～）有価証券の電子取引が可能

ü 新たな取り組み
港湾物流情報プラットフォーム

u 港湾物流情報プラットフォームは、港湾物流に関わる主体間で電子情報を自由に交換可能
な情報インフラ。

u 港湾物流関係者全てが参加した『港湾物流情報化懇談会』を設置し、情報の共有化、業務
プロセス統一化等について検討中。
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港湾港湾EDIEDIシステムの概要システムの概要

港湾管理者港湾管理者
港　長港　長

海運事業者及び船舶代理店海運事業者及び船舶代理店

港湾港湾EDIEDIシステムシステム

インターネットインターネット

インターネットインターネットＥ：エレクトロニック（電子）
Ｄ：データ（情報）
Ｉ：インターチェンジ（交換）

・入出港届
・係留施設使用届
・夜間入港許可申請
・停泊場所指定願申請
・移動届
・移動許可申請
・危険物荷役許可申請
・危険物運搬許可申請

・入出港届

・係留施設使用
　　　　　　　許可申請

利用可能港湾：重要港湾以上４４港
（他に地方港湾６港）

（H15.10現在）

利用可能港湾：８６港
（全ての特定港）

平成１５年度中に、８９港（重要港湾以上）に拡大
（地方港湾は３５港）
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港湾法の改正（平成１５年５月）港湾法の改正（平成１５年５月）

【参考】条文

　（電子情報処理組織の設置及び管理等）
第五十条の二　国土交通大臣は、第十二条第二項（第三十四条において準用する場合を含む。第四項において

同じ。）の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところによりする
一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出
港届その他の港湾管理者に対して行われる通知であつて国土交通省令で定めるもの（以下この条において
「申請等」という。）及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であ
つて国土交通省令で定めるもの（以下この条において「処分通知等」という。）を迅速かつ的確に処理させ
るため、電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

２　港湾管理者が電子情報処理組織を使用するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾管理者
においてその使用料を負担しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
４　電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかか

わらず、国土交通省令で定める。
５　前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定め

る。
６　前各項（第三項を除く。）の電子情報処理組織とは、国土交通大臣の指定する電子計算機（入出力装置を

含む。以下この項において同じ。）と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に
係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

【参考】条文【参考】条文

　（電子情報処理組織の設置及び管理等）
第五十条の二　国土交通大臣は、第十二条第二項（第三十四条において準用する場合を含む。第四項において

同じ。）の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところによりする
一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出
港届その他の港湾管理者に対して行われる通知であつて国土交通省令で定めるもの（以下この条において
「申請等」という。）及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であ
つて国土交通省令で定めるもの（以下この条において「処分通知等」という。）を迅速かつ的確に処理させ
るため、電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

２　港湾管理者が電子情報処理組織を使用するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾管理者
においてその使用料を負担しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
４　電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかか

わらず、国土交通省令で定める。
５　前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定め

る。
６　前各項（第三項を除く。）の電子情報処理組織とは、国土交通大臣の指定する電子計算機（入出力装置を

含む。以下この項において同じ。）と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に
係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

Ø港湾管理者に対して行われる入港届等の行政手続を迅速かつ的確に処理させるため、国土交
通大臣が、電子情報処理組織（港湾ＥＤＩシステム）を設置・管理する

Ø港湾管理者が港湾ＥＤＩシステムを使用するときは、使用料を負担

Ø港湾ＥＤＩシステムを使用して行う申請等の様式については、国土交通省令で定める

改正の目的改正の目的
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シングルウィンドウの概要シングルウィンドウの概要

インターネット

利　　用　　者

NACCS

専用回線

輸入動植物
検査申請

（動物検疫所）
（植物防疫所）
【農林水産省】

輸出入承認・
　許可（確認）

【経済産業省】

食品輸入届

　
　（検疫所）
【厚生労働省】

入港通報
入港届（明告書）
乗員名簿　
乗客名簿　等
　（検疫所）
【厚生労働省】

乗員上陸許可
支援システム

輸出入関連手続（省庁） 港湾関連手続（省庁）

シングルウィンドウ化

入出港届　等

（港湾管理者）
《国土交通省》

港湾ＥＤI

　　　　　　　　 入出港届
輸出入申告　 乗員名簿
　　 　　　　　　　乗客名簿
　　　　　　　　　　　　　　等
　　　　　（税　関）
　　　　　【財務省】　　　

入港通報
入出港届
乗員名簿
乗客名簿
（入国管理局）
　【法務省】

入出港届　等

　（港　長）
【海上保安庁】

システム間接続

（港湾関連手続）
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港湾港湾EDIEDIシステムの利用状況システムの利用状況

港湾ＥＤＩシステムにおける港湾管理者手続きの電子化率【推計値】：約２０％（平成１５年１０月）
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輸出入・港湾諸手続に関する課題輸出入・港湾諸手続に関する課題

手続きの簡素化・統一化の推進

申請者の視点からの既存の手続のあり方の見直し

簡易化、効率化、国際標準化の推進

FAL条約の早期批准への対応

セキュリティ関連の対策についても、併せて検討

（FAL条約）：FAL Convention

国際海運の簡易化に関する条約
(Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965)

目的　　国際的な港湾手続の簡素化及び統一化による国際海運の円滑化

1965年　　IMO（国際海事機関で採択）　　９４カ国が批准

簡素化・国際標準化された手続き

シングルウィンドウシステムの改良

（FAL条約の批准）

（FAL条約関係府省検討会の設置：平成14年12月）
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海外の先進事例（シンガポール）海外の先進事例（シンガポール）

船社、荷主等

Port Net
港湾管理

Trade Net　貿易
（輸出入、通関、

検疫、出入国管理）接続

利用率
　Port Net　約１００％
　Trade Net　約１００％

トラック事業者

MAINS
海運情報

BOXNET
ｺﾝﾃﾅ持ち込み
引き取り情報

CITOS
ﾀｰﾐﾅﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

PSAが運営
(ﾀｰﾐﾅﾙｵﾍﾟﾚｰﾀｰ)

インターネット

ＭＰＡ
（海運港湾庁）

ＴＤＢ
（貿易開発庁）

食品、電信等
合計16の省庁

インターネット

接 続

シンガポールにおけるＥＤＩシステム
　・Trade Net（貿易）とPort Net（港湾管理）
　　で構成されている。
　・電子処理はどちらからも申告可能である。

【官民・民民の総合的な情報システム】
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港湾物流事業者間の情報化港湾物流事業者間の情報化の現状との現状と課題課題

n 大手民間事業者は、　自社の業務システム構築による個別効率化を推進しているのに対し、中小
民間事業者はシステム化が停滞している。その結果、主体間の情報交換の電子化が進展してい
ない。

n 多数の相手ごとに個別にシステムを接続するのは、負担が大きく困難。

n 主体間で必要な情報がタイムリーに交換されないため、貨物の受渡しや荷捌き、通関手続等の
業務の効率化が図られない。

n 大手民間事業者は、　自社の業務システム構築による個別効率化を推進しているのに対し、中小
民間事業者はシステム化が停滞している。その結果、主体間の情報交換の電子化が進展してい
ない。

n 多数の相手ごとに個別にシステムを接続するのは、負担が大きく困難。

n 主体間で必要な情報がタイムリーに交換されないため、貨物の受渡しや荷捌き、通関手続等の
業務の効率化が図られない。

○大手企業では、自社システムと取
引が多い相手企業とを個別にシス
テム上の連動を図っている。

○多数の船社、海貨とのシステム接
続は困難。

船舶代理店

船社

荷主

ﾀｰﾐﾅﾙｵﾍﾟﾚｰﾀ
陸運業者

荷届け先

海貨/通関業者

○中小企業が多く、自社業務のシステム
化の余裕がない。

○取引先である荷主、荷主ごとのターミナ
ルオペレーター、陸運、との情報交換の
電子化は個別に接続が必要なため、進
んでいない。

○電子的な情報交換が遅れており、貨物
の受け渡しが円滑に行われていない。

○ターミナル内の荷役は、
システム化が進んでいる。

○通関諸手続き情報も電子
的に所有。

○中小船社からは電子情報
がなく業務が非効率。

○実際に輸送を実施する企業の
大半は、中小企業で、自社業務
のシステム化は進んでいない。
また、関連会社との間の電子的
な情報交換はされていない。

○不特定多数の荷
主とはシステム接
続は困難。

○アライアンスの変
更には、新たなシ
ステム接続が必要
となる。
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港湾物流情報プラットフォームの必要性港湾物流情報プラットフォームの必要性
個別主体毎に接続しようとすると・・・

理想　（港湾物流情報プラットフォームにより統一化されたルールでネットワークを構築）

情報化・共有化が進まない情報化・共有化が進まない

取引先のシステム毎に取引先のシステム毎に
システムを改良してシステムを改良して

接続しなければならない接続しなければならない

情報化・共有化が進展情報化・共有化が進展

どの取引先のシステムにもどの取引先のシステムにも
共通ルールで一度システム共通ルールで一度システム
を改良すれば接続できるを改良すれば接続できる

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

荷主A 荷主B 荷主C

海貨B

海貨A

ターミナルA ターミナルB

船社B

船社A

陸運B陸運A

・・・・・

・・・ ・・・

・・・・・

・・・

荷主A 荷主B 荷主C

海貨B

海貨A

ターミナルA ターミナルB

船社B

船社A

陸運B陸運A

共通ルール共通ルール

４箇所と接続
（船社２＋海貨２）

７箇所と接続
（荷主３＋海貨２
＋ターミナル２）

６箇所と接続
（船社２＋海貨２

＋陸運２）
４箇所と接続

（海貨２＋ターミナル２）

９箇所と接続
（荷主３＋船社２＋

ターミナル２＋陸運２）
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港湾物流情報プラットフォームのイメージ港湾物流情報プラットフォームのイメージ
ü 港湾物流情報プラットフォームは、港湾物流に関わる主体（全ての主体の参加が理想）間で電子情報を自由に交換可能な情報イ

ンフラである。
ü 港湾物流情報PFのコア部分においては定められた標準メッセージやMIG※ に従ってPF参加ネットワーク主体や電子情報交換が

進展している港湾物流の実施主体相互の情報交換を実現する。コア部分に参加するために必要なシステム投資が困難な港湾物
流の実施主体については、PF参加ネットワーク主体に接続することで全ての港湾物流の実施主体相互の情報交換を実現する。

TEDITEDI NACCSNACCS荷主A荷主A

海貨A海貨A

船社D船社D

海貨B海貨B

船社B船社B

Ø 全ての業務における情報交換をサポート
Ø 全員参加（PFネットワーク主体経由の港湾

物流の実施主体を含む）

港湾物流情報港湾物流情報プラットフォームプラットフォーム

新規システム新規システムBOLEROBOLERO

POLINETPOLINET

荷主、船社等

自社ネットワーク

荷主、船社等

自社ネットワーク

荷主B荷主B

行政システム行政システム

海貨C海貨C

陸運B陸運B金融B金融B

○○○○○○

△△△△

：ＰＦ参加ネットワーク主体

凡　例

：PF参加事業者
（荷主、船社、海貨、TO、陸運等）

コア部分コア部分

ＴＯAＴＯA

ＴＯBＴＯB

×××× ：行政システム電子化

代行業者

電子化

代行業者

電子化が遅れ
ている事業者A
電子化が遅れ
ている事業者A

PF参加事業者

PF参加ネットワーク主体
電子化が遅れ
ている事業者B
電子化が遅れ
ている事業者B

陸運A陸運A

電子化が遅れ
ている事業者E
電子化が遅れ
ている事業者E

金融A金融A

電子化が遅れ
ている事業者D
電子化が遅れ
ている事業者D

※MIG（Message Implementation Guideline）：UN/EDIFACTのユーザーマニュアルレベルの説明書（システム設計の基礎となるもの）
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①チェインメンバー間の同期化

　　　　　　⇒JIT（Just　In　Time）　：　必要な分だけ必要な時に供給

②需要と供給のタイムラグの低減

　　　　⇒需要と供給のタイムラグ　＝　在庫

③リアルタイムでのリスケジューリング

　　　　⇒需要予測と実際の需要・生産のずれに対応

SCMSCM：：全体最適のための戦略全体最適のための戦略　　

国際物流への要請の高度化国際物流への要請の高度化　　

・輸送に関する確実性の向上

・輸送リードタイムの短縮

・リアルタイム貨物追跡情報：トレイサビリティの向上

・急ぐ貨物の迅速な貨物処理

港湾物流事業者全体での情報の共有化が不可欠港湾物流事業者全体での情報の共有化が不可欠

グローバル・グローバル・SCMSCM等に伴う等に伴う
　　　　　　　　　国際物流への要請の高度化　　　　　　　　　国際物流への要請の高度化
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港湾物流情報プラットフォームの目標と効果港湾物流情報プラットフォームの目標と効果
Ø 輸出の場合

「できるだけ早く（例えば船積み24時間前まで）全関連主体が

正確な電子情報を入手することができる港湾（輸入側に必要となる電子情報を送付可能）」の実現
（米国関税局によるコンテナに関する新規則（24時間ルール）にも対応可能）

「できるだけ早く（例えば船積み「できるだけ早く（例えば船積み2424時間前まで）全関連主体が時間前まで）全関連主体が

正確な電子情報を入手することができる港湾（輸入側に必要となる電子情報を送付可能）」の実現正確な電子情報を入手することができる港湾（輸入側に必要となる電子情報を送付可能）」の実現
（米国関税局によるコンテナに関する新規則（24時間ルール）にも対応可能）

在庫期間・輸送リードタイムの短縮（荷主）在庫期間・輸送リードタイムの短縮（荷主）
米国24時間ルールへの対応、セキュリティ対策への対応

（船社、荷主、海貨業者）

米国24時間ルールへの対応、セキュリティ対策への対応

（船社、荷主、海貨業者）

効率的な業務の実現（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨業者、陸運業者）効率的な業務の実現（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨業者、陸運業者） 輸入側でも効果を獲得可能！

在庫期間の短縮（荷主）在庫期間の短縮（荷主）

効率的な業務の実現（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨業者、陸運業者）

　◆ヤードでの荷役、貨物の引き渡し、手続等が効率化できる。（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨、陸運）

　◆スムーズなゲートインが可能となる。（陸運業者）

　◆荷主向けのサービスレベルが向上する（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨業者）　等

効率的な業務の実現（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨業者、陸運業者）

　◆ヤードでの荷役、貨物の引き渡し、手続等が効率化できる。（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨、陸運）

　◆スムーズなゲートインが可能となる。（陸運業者）

　◆荷主向けのサービスレベルが向上する（船社、ﾀｰﾐﾅﾙ、海貨業者）　等

効果効果

急ぐ貨物へのサービスの充実
「フリータイムを活用しない通常貨物については本船着岸後２４時間以内にゲート搬出が可能な港湾」の実現

急ぐ貨物へのサービスの充実急ぐ貨物へのサービスの充実
「「フリータイムを活用しない通常貨物については本船着岸後２４時間以内にゲート搬出が可能な港湾フリータイムを活用しない通常貨物については本船着岸後２４時間以内にゲート搬出が可能な港湾」」の実現の実現

目標目標

効果効果

目標目標

Ø 輸入の場合
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港湾物流情報プラットフォームの港湾物流情報プラットフォームの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実現に向けて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実現に向けて

関係省庁と関係民間事業者の協力体制の確立

今後今後のの取り組み取り組み

【2005年度～】

港湾物流情報化懇談会港湾物流情報化懇談会

【2003年度～2004年度】

継続的な活動

ü 業務プロセスが固まっ
た上で開発

港湾物流情報プラットフォーム
による理想的な港湾物流の実現

⇒最終的なゴール

セキュリティレベルの検討セキュリティレベルの検討

港湾物流情報プラットフォーム完成

⇒「理想的な港湾物流の姿」を実現するための
共通ルールができた段階

PFの検討、メッセージ・MIG開発PFの検討、メッセージ・MIG開発

電子化促進への取り組み電子化促進への取り組み

業務プロセスの理想化・統一化業務プロセスの理想化・統一化

　実　証　実　験　実　証　実　験

新しいﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽの具体化新しいﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽの具体化

継続的な活動
更新 更新 更新

港湾ごとの
取り組み

座長：唐津　一（東海大学教授）
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